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当社株式の取り扱いに関するお知らせ 

 
 

 当社は東京証券取引所より平成 22 年 8 月 24日付をもって当社株式を整理銘柄に指定され、平成
22年 9月 25日付で上場廃止となることになっております。その結果、市場での株式売買が不可能に
なることにつきまして、株主様からよくご質問をいただく項目について、下記のとおり FAQを作成
いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
Ｑ１. 上場廃止後、株式を売買するには？ 
Ａ１. 平成 22年 9月 25日以降、当社の株式を売買する場合、売買する相手がいる場合には相手方

との合意により相対にて売買を行っていただくことが可能です。ただし、買主の紹介、売買価

格の決定等、売買に関することにつきましては、当社は一切係ることができませんので、ご了

承ください。 
また、相手方との合意により売買をされた場合は、名義書換手続を行ってください。名義書換

手続を行っていない場合は、株主としての権利を当社および第三者に主張することができませ

んのでご注意ください。 
 
Ｑ２. 株式の売買価格の決定方法について 
Ａ２. 売主、買主の売買当事者間で協議の上、双方合意価格にて売買を行ってください。当社とし

ては、適正な価格を算定することはできません。また、株主様同士の株式売買に関して、一切

の責任を負うことはできません。 
    また、相手方との合意により売買をされた場合は、名義書換手続を行ってください。名義書

換手続を行っていない場合は、株主としての権利を当社および第三者に主張することができま

せんのでご注意ください。 
 
Ｑ３. 現在の株主の持株はどうなりますか？ 
Ａ３. 当社は株券不発行会社ですので、株券の発行はございません。株主名簿に記載されているこ

とが、株式の所有者であることを表しております。従って、改めて株主としての登録等のお手

続は必要ありません。 
 
 



Ｑ４. 証券口座の株式はどうなりますか？ 
Ａ４. 一般的に、証券会社の証券口座では上場株式のお取扱のみ行っております。上場廃止となっ

た当社株式は、証券口座から各株主様に返却されることになりますが、当社は株券不発行会社

であるため、証券口座から当社株式の登録を抹消した旨が各証券会社から株主様へご案内され

ることとなります。これは、証券口座の管理が行われなくなったという意味であり、当社の株

主名簿から株主様の登録が抹消されたということではありませんので、ご安心ください。なお、

証券口座における株式のお取扱につきましては、各証券会社により異なりますので、各自証券

会社にお問合せください。 
 
Ｑ５. 株券は発行されますか？ 
Ａ５. 当社は「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部

を改正する法律」（いわゆる株券電子化）の施行により平成 21 年 1 月 5 日をもって、株券廃
止会社となっており株券を発行しておりません。株主名簿に記載されていることが、株主であ

ることを意味しております。株主であることの証明が必要な場合には、株主名簿記載事項証明

書を発行することができます。 
 
 
※上記記載の「名義書換手続」に関する具体的な方法・書類等につきましては、別途ご案内させて

いただきます。何卒ご了承ください。 
 

以上 
  


